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経営合理化に関するお知らせ

当社が平成 23 年 2 月 22 日付で公表した「経営合理化に関するお知らせ」における役

員報酬の減額について、現在の事業環境及び今後想定される経営環境を考慮し、平成 23

年 4 月 28 日開催の取締役会にて、追加の経営合理化を決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。

記

１． 追加の経営合理化の内容

■役員報酬の減額

代表取締役 ： 平成 23 年 4 月から任期満了までの間、月額報酬 50%の削減

取締役 ： 平成 23 年 4 月から任期満了までの間、月額報酬 50%の削減

【ご参考（平成 23 年 2 月 22 日付公表「経営合理化に関するお知らせ」より抜粋）

代表取締役 ： 平成 23 年 4 月から任期満了までの間、月額報酬 20%の削減

取締役 ： 平成 23 年 4 月から任期満了までの間、月額報酬 20%の削減

２． その他

本日取締役会にて決議した追加の経営合理化は役員報酬の減額のみとなりますが、

これと併せて引き続き平成 23 年 2 月 22 日に公表した経営合理化の内容についても

今期（平成 24 年 3 月期）における黒字転換を目標として、全社一丸となって取り

組んでまいります。

以上


